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愛知県次世代自動車充電インフラ整備・運用ガイドライン【補遺資料】について 

 

１．趣旨 

 愛知県では、電気自動車（EV）、プラグインハイブリッド自動車（PHV）を始めとする次

世代自動車等の普及や自動車使用の改善に取り組んでいます。 

 EV・PHVに必要な充電インフラの整備を進めるため、充電インフラを設置する事業者や

市町村向けの手引書として「愛知県次世代自動車充電インフラ整備・運用ガイドライン」

を2014（平成 26）年 10月に作成しました。 

 利便性が高く持続可能な充電インフラ社会を構築していくため、「充電インフラ整備促

進に向けた指針」（経済産業省2023（令和５）年10月策定）が示されました。 

 この度、同指針や同ガイドラインに記載のない集合住宅等の内容を踏まえるとともに、

充電インフラの整備の考え方やポイントを具体的な整備事例により紹介し、「補遺資料」

として取りまとめました。 

 

２．目的 

 本資料は、今後、充電インフラを設置する方が、より円滑に充電インフラを設置し、運

用いただくため、国指針、本県の現状、集合住宅等における整備に向けた内容や、具体的

な整備事例を紹介しています。 

 また、参考として、EV・PHVを普及するための啓発資料も添付していますので、持続可

能なモビリティ社会の構築に向けて、ご活用いただきますようお願いします。 

 

３．本資料の構成 

章 項目 内容 

第１章 国の動向 
１．充電インフラ整備促進に関する検討会 

２．充電インフラ整備促進に向けた指針 

第２章 愛知県における現状と課題 

１．車両の普及状況 

２．充電インフラの整備状況 

３．普及に向けた課題 

第３章 充電インフラの整備促進に向けて 

１．集合住宅等における整備 

２．事務所・工場等における整備 

３．商業施設・宿泊施設等における整備 

４．具体的な整備事例について 

５．今後の取組 

参 考 

参考１ 事例集 

参考２ 啓発資料 

参考３ 充電インフラ整備促進に向けた指針（経済産業省） 

参考４  2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略（概要資料）（抜粋） 
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第１章 国の動向 

 

１．充電インフラ整備促進に関する検討会 

 経済産業省は、電動車の普及と表裏一体である充電器について、EV の普及見通しや性

能向上等を踏まえて、中長期的に持続可能で利便性の高い充電インフラの整備に向けた

関係者の見通しを共有するとともに、課題解決に向けて講じていく措置を明確化するこ

とを目的として、2023（令和５）年６月に「充電インフラ整備促進に関する検討会」を設

置しており、これまでに７回の検討会を開催しています。 

 

 【これまでの状況】 

  ・第１回 充電インフラ整備促進に関する検討会（2023（令和５）年６月23日） 

  ・第２回 充電インフラ整備促進に関する検討会（2023（令和５）年７月５日） 

  ・第３回 充電インフラ整備促進に関する検討会（2023（令和５）年７月13日） 

  ・第４回 充電インフラ整備促進に関する検討会（2023（令和５）年７月19日） 

  ・第５回 充電インフラ整備促進に関する検討会（2023（令和５）年８月７日） 

  ・第６回 充電インフラ整備促進に関する検討会（2023（令和５）年８月28日） 

  ・充電インフラ整備促進に向けた指針（2023（令和５）年10月 18日） 

  ・第７回 充電インフラ整備促進に関する検討会（2024（令和６）年４月22日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：経済産業省「第７回 充電インフラ整備促進に関する検討会 事務局資料」 
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２．充電インフラ整備促進に向けた指針 

 日本政府は「2035 年までに、乗用車新車販売で電動車1100％」という目標を掲げ、ク

リーンエネルギー自動車の普及と、インフラとしての充電器等の設置を、車の両輪とし

て進めていくこととしています。 

 経済産業省は、検討会でのヒアリング結果を踏まえ、「充電インフラ整備促進に向けた

指針」（以下「国指針」という。）を2023（令和５）年10月に策定しました。 

 国指針の基本的な考え及び主なポイントは以下のとおりです。 

 

【基本的な考え】 

   「ユーザーの利便性向上」「充電事業の自立化・高度化」「社会全体の負担の軽減」

の三原則を総合的に勘案し、世界に比肩する利便性が高く持続可能な充電インフラ

社会の構築を目指す。 

 

【主なポイント】 

  １.世界に比肩する目標の設定：充電器設置目標を倍増 

  ２.高出力化：高速道路では90kW以上で 150kWも設置し、高速道路以外でも50kW以

上を目安 

  ３.効率的な充電器の設置：費用対効果の高い案件を優先 

  ４.規制・制度等における対応：従量制課金を 25 年度からサービス実現を目指すな

ど、ユーザー・事業者双方にとってより持続的な料金制度を実現 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
1 電動車＝EV、FCV、PHV、HV 

出典：経済産業省「充電インフラ整備促進に向けた指針」 
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第２章 愛知県における現状と課題 

 

１．車両の普及状況 

 近年、愛知県の自動車保有台数、乗用車及び貨物車数はほぼ横ばいとなっています。ま

た、これらの傾向は、全国でも同様となっています（図１、図２）。 

 都道府県別の2023(令和５)年度の自動車保有台数は、愛知県が全国１位（約536万台）

であり、２位の東京都（約443万台）より90万台以上多くなっています。 

 また、県内のEV･PHV･FCV の合計保有台数は、51,000台（登録自動車のみ、2023（令和

５）年度末）で、全国第２位となっています（表１）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6,005 6,052 6,083 6,125 6,158 6,177 6,181 6,192 6,187 6,195 6,198 

1,475 1,465 1,454 1,445 1,438 1,438 1,437 1,440 1,443 1,452 1,452 

8,027 8,067 8,090 8,126 8,156 8,179 8,185 8,208 8,217 8,245 8,257 
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（年度） 

図１ 全国（上段）及び愛知県（下段）における自動車保有状況 

出典：（一財）自動車検査登録情報協会「自動車保有台数統計データ」から作成 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表１ EV･PHV･FCV の保有台数（2023（令和５）年度末） 

 １位 ２位 ３位 全国 

ゼロエミッション自動車 

（EV･PHV･FCV 計） 

東京都 

（59,426 台） 

愛知県 

（51,000 台） 

神奈川県 

（35,870 台） 

 

562,666 台 

自動車登録台数 

割合 

3,935,440 台 

1.5％ 

5,126,333 台 

1.0％ 

3,740,343 台 

1.0％ 

78,533,241 台 

0.7％ 

 

EV 
東京都 

（32,204 台） 

愛知県 

（23,530 台） 

神奈川県 

（21,821 台） 

 

301,700 台 

PHV 
愛知県 

（25,603 台） 

東京都 

(25,589 台） 

神奈川県 

（13,456 台） 

 

252,914 台 

FCV 
愛知県 

（1,867台） 

東京都 

（1,633台） 

神奈川県 

（593台） 

 

8,052 台 

※軽自動車含む・二輪は除く 

出典：（一財）自動車検査登録情報協会「自動車保有台数統計データ」及び軽自動車検査協会「管轄別、

燃料別保有車両数」から作成 

536 

443 422 407 383 

0

100

200

300

400

500

600

愛知県 東京都 埼玉県 神奈川県 大阪府

（万台） 

図２ 他都府県(上位４都府県)との自動車保有台数の比較（2023(令和５)年度末） 

出典：（一財）自動車検査登録情報協会「自動車保有台数統計データ」から作成 
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２．充電インフラの整備状況 

 これまで愛知県では、2013（平成 25）年７月に「愛知県次世代自動車充電インフラ整

備・配備計画」を策定（2017（平成 29）年３月まで３回改訂）し、経路充電・目的地充

電といった、誰もが利用できる公共性を有した充電インフラの整備に取り組んできまし

た。 

 こうした結果、2023(令和５)年度末現在で、1,918口（1,243箇所）の充電インフラが

整備され、県内のガソリンスタンド数（1,282 箇所）と遜色ないところまで整備が進み、

１箇所あたりの整備基数は１基程度であるものの、全市町村に整備されていることから、

面的には、概ね空白地帯が無くなり県内全域で整備が進んでいます（表２）。 

 

表２ 市町村別の公共用充電インフラ整備状況（2023（令和５）年度末） 

市町村名 急速 普通 計 市町村名 急速 普通 計 

名古屋市 170 420 590 岩倉市 0 6 6 

豊橋市 37 62 99 豊明市 5 7 12 

岡崎市 36 64 100 日進市 14 16 30 

一宮市 33 58 91 田原市 7 15 22 

瀬戸市 9 15 24 愛西市 1 2 3 

半田市 13 20 33 清須市 5 2 7 

春日井市 24 27 51 北名古屋市 7 15 22 

豊川市 19 16 35 弥富市 3 3 6 

津島市 7 6 13 みよし市 8 19 27 

碧南市 1 8 9 あま市 1 1 2 

刈谷市 24 29 53 長久手市 6 46 52 

豊田市 28 125 153 東郷町 2 8 10 

安城市 7 28 35 豊山町 2 7 9 

西尾市 11 23 34 大口町 3 5 8 

蒲郡市 4 29 33 扶桑町 1 14 15 

犬山市 4 9 13 大治町 0 4 4 

常滑市 9 28 37 蟹江町 5 9 14 

江南市 8 12 20 飛島村 1 1 2 

小牧市 16 27 43 阿久比町 4 5 9 

稲沢市 16 16 32 東浦町 2 16 18 

新城市 8 11 19 南知多町 1 7 8 

東海市 12 15 27 美浜町 1 4 5 

大府市 4 11 15 武豊町 0 4 4 

知多市 5 1 6 幸田町 4 2 6 

知立市 2 12 14 設楽町 5 1 6 

尾張旭市 4 10 14 東栄町 2 0 2 

高浜市 2 10 12 豊根村 2 2 4 

    合計 605 1,313 1,918 

※(株)ゼンリン調べ 

（単位：口） 
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３．普及に向けた課題 

 愛知県における自動車利用の実態については、「事業所における EV･PHV･FCV 活用促進

ガイドライン2」において、以下のとおりまとめています。 

 

・地球温暖化防止対策上、自動車のゼロエミッション化は重要。 

・愛知県では、通勤時の自動車利用が多い。 

・愛知県の住宅総数の約５割が集合住宅であるが、集合住宅への充電設備の整備率は

伸び悩んでおり、EV･PHVユーザーは集合住宅に居住する割合が低い。 

・将来的なEV･PHVの増加を見据えると、基礎充電主体の使い方が推奨され、セーフテ

ィネットとして経路充電・目的地充電といった公共用の充電設備の整備が必要。 

・勤務先における充電環境を整備することが、EV･PHV 普及のために重要なポイントの

ひとつ。勤務先充電には、集合住宅における充電器不足を補完し、集合住宅居住者の

EV・PHV購入を促進できる可能性もある。 

・また、EV・PHV・FCV といったゼロエミッション自動車の普及については、地球温暖

化対策に資するだけでなく、その給電機能を有することから「走る蓄電池」として活

用することもできる。 

 

 本県は、モノづくり産業の集積地で人口が多く、人や物の移動が極めて多い交通の要

衝となっており、県内の自動車保有台数、自動車からの CO2 排出量ともに全国第１位3と

なっています。 

2050年の CO2排出量実質ゼロ（カーボンニュートラル）、脱炭素社会の実現を目指して

いくためには、エネルギーの脱炭素化と平行したEV・PHV・FCVの普及加速が必要となり

ます。 

そこで、第１章及び第２章の内容を踏まえ、第３章では、EV・PHVの普及に必要な充電

インフラの整備の拡充に向けて、集合住宅や事務所・工場等における整備を図るための

ポイントを具体的な事例を踏まえて紹介します。 

 

 

 
2 2023（令和５）年３月に、「従業員向け充電インフラ整備促進ガイドライン」及び「EV･PHV用充給電

設備整備促進ガイドライン」（2016（平成28）年３月策定）を統合。 
3 「あいち自動車ゼロエミッション化加速プラン」（2021（令和３年）３月策定） 
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第３章 充電インフラの整備促進に向けて 

 

１．集合住宅等における整備 

（１）現状 
  県内の住宅における整備状況について、統計的に把握された資料はありませんが、

経済産業省の調査報告書4では、大手住宅ハウスメーカーや、マンションディベロッパ

ーを対象としたアンケート調査結果を基に、全国の新設物件に対する普通充電設備の

導入割合が示されており、一戸建て住宅では約40%、集合住宅では、約30%となってい

ます（2015（平成 27）、2016（平成 28）年度実績）。 

  なお、この数値は、あくまで新設物件あたりの数であり、集合住宅の総駐車区画数に

おける充電設備付区画は約２％にとどまっています。 

  実際に、2020（令和２）年に愛知県が実施した調査では、県内の従来車ユーザーと

EV・PHVユーザーの居住形態を比較すると、EV・PHVユーザーは、従来車ユーザーと比

べて、「集合住宅」に居住する割合が低くなっており（図３）、自宅への充電設備整備が

進んでいないことが、集合住宅居住者への EV・PHV 普及を妨げる一因となっていると

考えられます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：EV･PHV･FCVの普及に係る意識調査結果（2020年愛知県） 

 

 

 

（２）現在の取組 
  集合住宅等における充電器の整備については、国指針で「2030 年における設置数の

目安として、「集合住宅や月極駐車場等（いわゆる基礎充電）として、10～20万口とす

る。これにより、集合住宅におけるEV・PHEVユーザーの基礎充電充足率（集合住宅に

住むEV・PHEVユーザーのうち、充電を住宅内で可能なユーザーの割合）10％以上を目

指す」とされています。 

 
4 「平成28年度エネルギー使用合理化促進基盤整備委託費（EV・PHVの充電インフラに関する調査）

調査報告書」（経済産業省） 

[n=80]

[n=211]

[n=126]

0% 20% 40% 60% 80% 100%

PHV

EV

従来車

集合住宅（購入） 集合住宅（賃貸） 戸建て（購入）

戸建て（賃貸） その他

図３ 県内の従来車・EV・PHVユーザーの居住形態 
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  新築の集合住宅の場合は、既築の集合住宅に比して設置に伴う合意形成が容易であ

るケースや工事費用が少ないケースが多いとされていることから、この目安を実現す

るためには、新築の集合住宅における電気自動車等用充電設備の設置を進めることが

特に重要であると考えられ、「新築集合住宅における電気自動車等用充電設備の積極的

な設置について5」が業界団体向けに示されています。 

  既築の集合住宅の場合は、設置にあたり、費用負担や運用ルールを検討し、管理組合

の同意が必要といった課題があることが原因と考えられ、本県の住宅総数の約５割は

集合住宅であることから、集合住宅等への充電器整備促進にも取り組む必要がありま

す。 

 

２．事務所・工場等における整備 

（１）現状 
  中京都市圏総合都市交通計画協議会により定期的にパーソントリップ調査が行われ、

2011(平成 23)年の調査結果が、「第５回パーソントリップ調査 国際競争力と住みや

すさを備えたモビリティ首都：中京都市圏を目指して（2014（平成 26）年９月）」に報

告されています。 

  人の移動目的をみると、出勤のための移動（トリップ 6）と帰宅のための移動の割合

が全体の約６割を占めています（図４）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 2024（令和６）年３月18日付け 20240226製局第2号 国住経法第36号 国住生第338号 国住

参建第4350号 経済産業省製造局長 国土交通省住宅局長 
6 ある目的（例えば、出勤や買物など）を持って起点から終点へ移動する際の、一方向の移動を表す

概念であり、同時にその移動を定量的に表現する際の単位 

出勤

3,306
（16.1）
（0.96）

3,591
（16.0）
（1.04）

3,453
（15.8）
（1.00）

3,348
（15.5）
0.97）

3,109
（15.2）
（0.90）

登校

1,793
（8.7）
（1.21）

1,514
（6.7）
（1.02）

1,483
（6.5）
（0.94）

1,398
（6.5）
（0.94）

1,207
（5.9）
（0.81）

自由

4,091
（19.9）
（0.73）

5,443
（24.2）
（0.96）

5,641
（25.9）
（1.00）

5,944
（27.5）
（1.05）

5,841
（28.5）
（1.041）

業務

3,044
（14.8）
（1.67）

2,506
（11.1）
（1.37）

1,828
（8.4）
（1.00）

1,720
（8.0）
（0.94）

1,661
（8.1）
（0.91）

帰宅

8,320
（40.5）
（0.92）

9,428
（41.9）
（1.04）

9,067
（41.6）
（1.00）

9,166
（42.5）
（1.01）

8,693
（42.4）
（0.96）

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 

凡例

H3

H13

H23

H37（予測）

H47（予測）

単位：千トリップ

注：自動車だけでなく全ての交通手段を用いたトリップ数 

出典：中京都市圏総合都市交通計画協議会「第５回パーソントリップ調査 国際競争力と住みやす

さを備えたモビリティ首都：中京都市圏を目指して（2014（平成26）年９月）」から作成 

図４ 目的別トリップ数の推移と見通し 
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  事業所における充電器については、資源エネルギー庁の「エネルギー消費統計調査」

において、全国の業種別の保有割合が集計されており、2022（令和４）年度における全

業種の平均保有割合は 5.2%となっています（表３）。業種別でみると、「宿泊業、飲食

サービス業」が11.4%で最も多く、続いて「不動産業、物品賃貸業」が9.4％となって

います。 

 

表３ 電気自動車向け充電設備の保有割合 

 
 

保有あり 保有なし 不明 

A 農業，林業 1.4% 91.7% 6.9% 

B 漁業 0.7% 89.5% 9.7% 

C 鉱業，採石業，砂利採取業 1.8% 90.6% 7.6% 

D 建設業 7.2% 87.5% 5.3% 

E 製造業 5.9% 89.9% 4.2% 

F 電気・ガス・熱供給・水道業 7.9% 89.1% 3.0% 

G 情報通信業 3.8% 85.7% 10.4% 

H 運輸業，郵便業 3.2% 85.6% 11.2% 

I 卸売業，小売業  7.6% 80.3% 12.1% 

J 金融業，保険業 4.3% 86.5% 9.2% 

K 不動産業，物品賃貸業 9.4% 84.1% 6.4% 

L 学術研究，専門・技術サービス業 5.9% 89.9% 4.2% 

M 宿泊業，飲食サービス業 11.4% 81.8% 6.8% 

N 生活関連サービス業，娯楽業 3.0% 90.3% 6.6% 

O 教育，学習支援業 3.0% 93.8% 3.3% 

P 医療，福祉 2.8% 92.7% 4.5% 

Q 複合サービス事業 1.6% 35.0% 63.3% 

R サービス業（他に分類されないもの） 5.9% 88.5% 5.6% 

S 公務（他に分類されるものを除く） 6.9% 90.2% 2.9% 

業種計 5.2% 88.1% 6.7% 

 

 

 

 

 

 

  また、国指針において、「商用車の基礎充電については、①同一場所に複数・多数の

車両が多いこと、②EVバスや EVトラックの電池容量は乗用車と比較して大きいこと、

③車両の非稼働時間である夜間など特定の時間帯に充電が集中しがちなことなどの特

徴がある。このため、基礎充電に必要な充電総量が大きく、これを限られた非稼働時間

（備考） 

１ 石油等消費動態統計の対象事業所分は含まれていません。 

２ 農業部門には、本統計で調査を行っていない耕種農業・畜産農業分が含まれていません。 

３ 四捨五入のため、各値の合計と表示されている合計値は必ずしも一致しません。 

出典：「令和４年度エネルギー消費統計調査」統計表一覧（石油等消費動態統計含まない）（資源エネ

ルギー庁）から作成 
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で充電しようとすると、ピークの電力量が大きくなりやすいことが課題となる。」とさ

れています。 

 

（２）現在の取組 
  「あいち自動車ゼロエミッション化加速プラン」（2021（令和３）年３月策定）では、

「公共用充電インフラの負荷低減を図るため、自宅や職場等での基礎充電を主体とし

た使い方を推奨するとともに、移動の際のセーフティネットとしての公共用の充電環

境整備を促進する必要がある」としています。 

  このため、基礎充電としての集合住宅や工場・事務所、目的地充電としての商業施

設、宿泊施設等への充電設備の導入補助制度として「充電インフラ整備促進費補助金」

を2024（令和６）年度に創設し、充電器の普及加速を図っています。 

 

３．商業施設・宿泊施設等における整備 

（１）現状 
  外出先での充電のうち、目的地充電については「飲食・宿泊・観光施設」において、

意識調査結果から他の施設と比べてユーザー満足度が低い状況となっています（図５）。

県内ユーザーの約３～４割が休日における主な車両の利用目的に、「遊び・行楽」を挙

げており7、比較的長距離の移動が伴うレジャー時を想定すると、県内だけでなく、近

隣県も含めて、これらの施設への充電器整備が進められる必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 出典：EV・PHV・FCVの普及に係る意識調査結果（2020年愛知県） 

出典︓EV・PHV・FCVの普及に係る意識調査結果（愛知県）
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出典：EV･PHV･FCVの普及に係る意識調査結果（2020年愛知県） 

図５ EV・PHVユーザーのインフラ基数に対する満足度 
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  また、「大型商業施設」は、普通充電器を中心とした整備が進んでいますが、比較的

EV・PHVユーザーの利用頻度が高い施設です（図６）。 

  これらの施設への整備の拡充は、EV・PHVユーザーの利便性・満足度の向上につなが

るとともに、多くの来場者が見込まれる施設でもあることから、従来車ユーザーの充

電インフラに対する認知度向上、インフラ環境に対する漠然とした不安感（図７）の解

消も期待できます。 
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出典：EV･PHV･FCVの普及に係る意識調査結果（2020年愛知県） 

図６ EV・PHVユーザーの充電場所毎の充電頻度 

図７ 従来車ユーザーがEV・PHV・FCVを保有していない理由 
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（２）現在の取組 
  県内の EV・PHV ユーザーの充電場所毎の充電頻度を見ると、EVユーザーの約 4割が

「自動車販売店の急速充電器」を週1回以上利用しており、「自宅の普通充電器」を同

等の頻度（週１回以上）で利用しているEVユーザーの割合と同程度であることがわか

りました（P12 図６参照）。 

  第３章３.（２）（P11）で示したとおり、基礎充電を主体とした使い方を推奨すると

ともに、移動の際のセーフティネットとしての公共用の充電環境整備を促進していく

必要があり、基礎充電としての集合住宅や工場・事務所、目的地充電としての商業施

設、宿泊施設等への充電設備の導入補助制度として「充電インフラ整備促進費補助金」

を2024（令和６）年度に創設し、充電器の普及加速を図っています。 

 

４．具体的な整備事例について 

（１）概要 
  2024（令和６）年度に、充電設備の理解と充電環境の整備を促すことができる事例の

調査を実施しました（表４）。 

 

表４ 事例一覧 

区分 調査先 充電器の種類 

基礎充電 

集合 

住宅等 

①アーバンラフレ鶴舞公園【既築・賃貸】 

（名古屋市中区千代田3丁目 32 
普通充電（3.2kW）20基 

②ザ・スクエア国府宮【既築・区分所有】 

（稲沢市長野1丁目 4-1） 
普通充電（3.2kW）8基 

③野田マンション【既築・賃貸】 

（豊橋市野田町字野田17-4） 
普通充電（6kW） 2基 

④レゾンシティ南岡崎【既築・区分所有】 

（岡崎市柱曙1丁目 2-1） 
普通充電（3.2kW）20基 

基礎充電 

事務所・ 

工場等 

⑤株式会社鈴木文具 

（蒲郡市旭町7番 17号） 
普通充電（6kW） 1基 

⑥日東工業株式会社 瀬戸工場 

（瀬戸市八床町22-4） 
普通充電（6kW） 30基 

⑦八洲建設株式会社 

（半田市吉田町1丁目60番地） 

急速充電（30kW） 1基 

普通充電（ 6kW） 3基 

経路充電 

道の駅等 

⑧豊田市役所 足助支所 

（豊田市足助町宮ノ後26-2） 
急速充電（50kW） 1基 

⑨道の駅 とよはし 

（豊橋市東七根町字一の沢113番地 2） 

超急速充電（150kW） 

 1基 

目的地充電 

商業施設、 

宿泊施設等 

⑩三河湾国定公園 三谷温泉 平野屋 

（蒲郡市三谷町南山1番地 21） 
普通充電（3kW） 1基 

⑪瑞穂公園 第 1駐車場地上部 

（名古屋市瑞穂区萩山町4丁目 1番地） 
普通充電（6kW） 4基 
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（２）整備・運用のポイント 
  事例調査における各区分のポイントを表５に示しています。 

 

表５ 各区分のポイント 

区分 ポイント 

基礎充電 

（集合住宅等） 

・マンションの資産価値の向上 

・分譲マンション等における合意形成 

基礎充電 

（事務所・工場等） 

・SDGsの取組による企業価値の向上 

・利用状況（走行距離、充電頻度、稼働パターン）の把握 

・エネルギーマネージメント 

経路充電 

（道の駅等） 

・利用者の利便性の向上 

・地域の実情などを踏まえた充電器の整備 

目的地充電 

（商業施設、宿泊施設等）

・来訪者の利便性の向上 

・滞在時間等の利用見込みなどを踏まえた充電器の整備 

 

 

５．今後の取組 

 EV・PHVの普及加速のためには、車両の普及と充電インフラの整備をバランスよく進め

ていくことが重要です。 

 そのため、車両の環境性能だけでなく、ランニングコストや運動性能、自宅や事業所で

充電できる手軽さなどのメリットを分かりやすく紹介した上で、具体的な充電インフラ

整備事例をまとめた啓発資料「未来へつなぐ！EV・PHV＆充電インフラ導入ガイド」を作

成しました（P28～41）。 

 また、充電器は、集合住宅等、事務所・工場等、商業施設・宿泊施設など、整備する場

所により、整備・運用面における課題等は様々であるため、各施設における具体的な事例

をもとに、整備・運用面のポイントや、導入時の工夫や重視したところ、メリットなどを

聞き取り、事例集としてまとめました（P15～27）。 

 本県としては、これらの啓発資料等を活用して、ゼロエミッション自動車を選択する

機運の醸成に資する取組を実施し、普及加速を図っていきます。 
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次

1
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例
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.1
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園
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ザ
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温
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野
屋
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例
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瑞
穂
公
園
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1駐
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地
上
部

基
礎
充
電

（
集
合
住
宅
等
）

基
礎
充
電

（
事
務
所
・工

場
等
）

経
路
充
電

（
道
の
駅
等
）

目
的
地
充
電

（
商
業
施
設
、宿

泊
施
設
等
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事
例
No
.1

アー
バ
ンラ
フレ
鶴
舞
公
園

アー
バ
ンラ
フレ
鶴
舞
公
園

名
古
屋
市
中
区
千
代
田
3丁

目
32

【施
設
形
態
】

既
築
・賃

貸
【設

置
時
期
】

20
24
年
4月

【設
置
場
所
】

自
走
式
立
体
駐
車
場

【充
電
器
の
種
類
】
普
通
充
電
（
3.2
kW

）
20
基

【利
用
可
能
時
間
】
24
時
間
（
入
居
者
の
み
）

【駐
車
場
区
画
数
】
93
区
画

 
共
用
の
場
合
、充

電
後
の
車
両
移
動
が
利

用
者
に
とっ
て手

間
とな

るた
め
、使

い
や
す
さ

を重
視
す
ると

よい
。

 
充
電
待
ちリ

ス
ク
回
避
の
た
め
、共

用
で
な
く

個
別
設
置
（
各
区
画
の
契
約
者
専
用
）
の

充
電
環
境
を構

築
。

トラ
ブル

対
策

 
賃
貸
住
宅
は
不
動
産
オ
ーナ

ーが
設
置
を決

め
る
た
め
、入

居
者
目
線
に
立
って

設
置
を

検
討
す
るこ

とが
重
要
。

 
不
動
産
オー
ナー
が
設
置
を決

定
。

 
充
電
サ
ービ
ス提

供
会
社
が
設
備
を所

有
し、

利
用
料
金
を徴

収
。

主
な
関
係
者

 
機
器
故
障
の
頻
度
が
低
くて
も
、車

両
側
の

要
因
に
よる

トラ
ブル

が
発
生
す
る可

能
性
が

あ
る
た
め
、迅

速
か
つ
常
時
対
応
可
能
な
問

合
せ
窓
口
が
あ
ると

よい
。

 
設
備
の
定
期
的
な
メン

テナ
ンス

は
不
要
。

 
充
電
サ
ービ
ス提

供
会
社
が
24
時
間
36
5日

の
コー
ル
セ
ンタ

ーを
提
供
し、
シ
ステ

ム上
に
て

常
時
監
視
や
漏
電
を感

知
。

日
常
の
維
持

管
理
体
制

運 用EV
ユ
ーザ

ーに
とっ
ては

、自
家
用
車
を日

常
的
に使

用
して

い
る駐

車
場
で
充
電
で
きる

こと
が
重
要
で
す
。

賃
貸
住
宅
にお

い
ても

、E
Vユ

ーザ
ーは

増
え
てい

くと
考
え
、充

電
器
が
無
い
とい

う理
由
で

入
居
を諦

め
る方

が
い
な
い
よう
、充

電
器
の
設
置
を決

め
まし

た。
（
不
動
産
管
理
会
社

ご担
当
者
様
）

施
設

基
本
情
報

 
従
量
課
金
制
の
場
合
、充

電
量
に
応
じて

課
金
され

るた
め
、利

用
者
の
安
心
を
確
保

で
きる

。

 
電
力
量
に
応
じた

月
額
定
額
制
（
超
過
分

は
電
力
量
に応

じ、
従
量
課
金
）

 
利
用
料
の
徴
収
及
び
電
気
代
支
払
い
は
充

電
サ
ービ
ス提

供
会
社
が
実
施
。

料
金
の
設
定

 
検
討
か
ら1
年
以
内
に設

置
。

 
設
置
費
：
約
91
0万

円
 
補
助
金
：
国
約
88
5万

円
期
間
・コ
スト

 
補
助
金
制
度
活
用
の
た
め
、補

助
金
公
募

時
期
を考

慮
し、
計
画
を検

討
す
る。

 
稼
働
率
向
上
の
た
め
に
は
、駐

車
場
とし

て
利
用
しや

す
い
区
画
へ
の
設
置
が
重
要
で
あ

る。

 
空
きが

あ
った

屋
上
の
区
画
で
は
無
く、
EV
ユ

ーザ
ーの

利
便
性
を
考
慮
し、

屋
根
付
き
部

分
に設

置
。

場
所
の
選
定

事
例
情
報

ポ
イン

ト

設 置

 
補
助
金
の
補
助
対
象
上
限
基
数
に
合
わ
せ
、

設
置
計
画
を変

更
。

留
意
点

 
補
助
金
制
度
を最

大
限
活
用
す
るた

め
に
、

設
置
費
総
額
及
び
基
数
に留

意
す
る。

 
賃
貸
住
宅
の
入
居
者
に
とっ
て、

充
電
場
所

の
確
保
は
課
題
。自

宅
充
電
が
で
き
る
こと

は
物
件
の
アピ

ール
ポ
イン

トと
な
る。

 
賃
貸
住
宅
の
入
居
者
に
お
い
ても

、今
後
EV

ユ
ーザ

ーが
増
加
して

い
く傾

向
にあ

ると
考
え

導
入
。

目
的
・き
っか

け

1

基
礎
充
電
（
集
合
住
宅
等
）

基
礎
充
電
（
事
務
所
・工

場
等
）

経
路
充
電
（
道
の
駅
等
）

目
的
地
充
電
（
商
業
施
設
、宿

泊
施
設
等
）
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コス

トの
試
算
が
しや

す
い
明
確
な
料
金
体

系
を
採
用
す
る
こと

で
、E
V・
PH
Vの

導
入
・

利
用
促
進
につ

な
げ
られ

ると
思
う。

 
電
力
量
に応

じた
月
額
定
額
制
（
超
過
分
は

電
力
量
に応

じ、
従
量
課
金
）
。

 
利
用
料
の
徴
収
及
び
電
気
代
支
払
い
は
充

電
サ
ービ
ス提

供
会
社
が
実
施
。

料
金
の
設
定

留
意
点

 
入
居
者
との

合
意
形
成
の
た
め
、E
V・
PH
Vの

基
礎
情
報
を
提
供
し、
車
両
の
電
動
化
に
対

す
る理

解
を促

進
。

 
EV
・P
HV
の
普
及
動
向
、自

宅
充
電
の
必

要
性
等
、入

居
者
の
不
安
や
懸
念
に
対
す

る対
応
策
や
情
報
を整

理
して

伝
え
るこ

とが
重
要
で
あ
る。

事
例
No
.2

ザ
・ス
クエ

ア国
府
宮

ザ
・ス
クエ

ア国
府
宮

稲
沢
市
長
野
1丁

目
4-
1

【施
設
形
態
】

既
築
・区

分
所
有

【設
置
時
期
】

20
24
年
10
月

【設
置
場
所
】

平
面
駐
車
場
（
屋
外
）

【充
電
器
の
種
類
】
普
通
充
電
（
3.2
kW

）
8基

【利
用
可
能
時
間
】
24
時
間
（
入
居
者
の
み
）

【駐
車
場
区
画
数
】
38
2区

画

 
区
画
移
動
の
ル
ール

整
備
が
困
難
な
場
合
、

敷
地
に
余
裕
が
あ
れ
ば
、駐

車
区
画
を新

た
に
増
設
す
る手

段
もあ

る。

 
複
数
あ
る
バ
イク

駐
車
場
の
うち

1箇
所
とそ

の
周
辺
の
植
栽
を
撤
去
し、

増
設
した

駐
車
区

画
に設

置
。

場
所
の
選
定

 
使
用
細
則
の
制
定
には

総
会
の
議
決
を要

す
る
た
め
、充

電
器
の
設
置
要
否
の
議
論
と並

行
して

運
用
ル
ール

の
議
論
も必

要
とな

る。

 
維
持
管
理
に
関
す
る使

用
細
則
を制

定
。

 
施
工
会
社
か
ら雛

形
を
提
供
し、

管
理
組
合

にて
作
成
。

日
常
の
維
持

管
理
体
制

 
将
来
的
に
入
居
者
か
らE
V・
PH
Vユ

ーザ
ーが

現
れ
た
場
合
の
、事

前
の
対
策
とし
て充

電
器

の
導
入
を検

討
。

目
的
・き
っか

け
 
集
合
住
宅
で
は
、入

居
者
との

合
意
形
成

や
区
画
の
確
保
に
時
間
を
要
す
る
ケ
ース

が
多
く、
早
期
に
充
電
器
の
導
入
を
検
討
す
る

こと
が
有
効
で
あ
る。

EV
・P
HV
に対

す
る情

報
は
浸
透
して

い
な
い
面
もあ

り、
施
設
へ
の
充
電
器
の
設
置
に対

し、
判
断
に迷

わ
れ

る方
もい

ます
。集

合
住
宅
にお

ける
合
意
形
成
にあ

た
って
は
、E
V・
PH
Vの
基
本
情
報
に
つ
い
て、

入
居
者
に
十
分
に
周
知
す
るこ
とも

重
要
で
あ
ると

考
えま

す
。（

施
工
会
社

ご担
当
者
様
）

事
例
情
報

ポ
イン

ト

施
設

基
本
情
報

 
充
電
器
の
共
有
は
トラ

ブ
ル
が
生
じや

す
い
た

め
個
別
設
置
（
各
区
画
の
契
約
者
専
用
）

の
充
電
環
境
を構

築
。

トラ
ブル

対
策

 
EV
・P
HV
利
用
者
数
を把

握
した

上
で
、充

電
器
が
足
りる

場
合
は
個
別
設
置
とす

る
と

使
い
や
す
い
。

 
説
明
会
や
事
前
ア
ン
ケ
ート
等
、総

会
に
諮

る前
に
入
居
者
に
周
知
す
るこ
とで

、整
備
へ

の
理
解
を促

す
とよ

い
。

主
な
関
係
者
 
理
事
会
（
施
工
会
社
同
席
）
で
協
議
。

 
入
居
者
の
意
見
を
広
く募

る
た
め
、総

会
の
前

に、
入
居
者
に対

し事
前
ア
ンケ

ート
を実

施
。

 
検
討
か
ら1
年
半
で
設
置
。

 
設
置
費
：
約
70
0万

円
 
補
助
金
：
国
約
30
0万

円
期
間
・コ
スト

 
入
居
者
との

合
意
形
成
や
補
助
金
の
活
用

に
は
専
門
的
な
知
見
や
幅
広
い
情
報
が
必

要
とな

る。
計
画
段
階
か
ら設

置
事
業
者
と

連
携
す
るこ

とで
提
案
や
相
談
を受

け
な
が
ら

進
め
られ

る。

運 用設 置

2

基
礎
充
電
（
集
合
住
宅
等
）

基
礎
充
電
（
事
務
所
・工

場
等
）

経
路
充
電
（
道
の
駅
等
）

目
的
地
充
電
（
商
業
施
設
、宿

泊
施
設
等
）
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野
田
マン

シ
ョン

豊
橋
市
野
田
町
字
野
田
17
-4

【施
設
形
態
】

既
築
・賃

貸
【設

置
時
期
】

20
24
年
10
月

【設
置
場
所
】

平
面
駐
車
場
（
屋
外
）

【充
電
器
の
種
類
】
普
通
充
電
（
6k
W
）
2基

【利
用
可
能
時
間
】
24
時
間
（
入
居
者
の
み
）

【駐
車
場
区
画
数
】
88
区
画

事
例
No
.3

野
田
マン

シ
ョン

 
設
置
区
画
は
配
電
等
の
都
合
で
制
約
が
生

じや
す
く、
駐
車
場
利
用
者
との

交
渉
が
必

要
にな

るケ
ース
もあ

る。

 
配
電
が
しや

す
い
区
画
を選

定
。

 
元
々
駐
車
場
区
画
は
十
分
あ
るた

め
、駐

車
場

の
移
動
に伴

う入
居
者
との

トラ
ブル

無
し。

場
所
の
選
定

 
設
置
箇
所
の
選
定
や
配
電
の
状
況
確
認
等

を事
前
に行

うこ
とで

、設
置
段
階
で
の
不
測

の
トラ
ブル

を防
ぐこ
とが

で
きる

。

 
検
討
か
ら1
年
余
りで

設
置
。

 
設
置
費
：
約
15
3万

円
 
補
助
金
：
国
約
11
2万

円
/県

約
7万

円
期
間
・コ
スト

 
充
電
サ
ービ
ス提

供
会
社
と利

用
者
が
直
接

契
約
す
る
こと

で
、管

理
者
が
料
金
徴
収
や

精
算
業
務
の
負
担
無
しで

設
置
す
る
こと

も
可
能
で
あ
る。

 
充
電
時
間
に
応
じた

月
額
定
額
制
（
超
過
分

は
電
力
量
に応

じ、
従
量
課
金
）
。

 
充
電
サ
ービ
ス提

供
会
社
が
利
用
者
か
らサ

ービ
ス料

金
を回

収
し、
管
理
者
に
充
電
器
利
用
分

の
電
気
代
を返

金
。

料
金
の
設
定

 
不
正
利
用
防
止
と利

便
性
向
上
が
、利

用
者
満
足
度
の
向
上
につ

な
が
る。

トラ
ブル

対
策
 
充
電
サ
ービ
ス
提
供
会
社
の
ア
プ
リを

介
し、
予

約
機
能
を設

け
ると

とも
に
ユ
ーザ

ー認
証
に
より

不
正
利
用
を防

止
。

 
マン

シ
ョン
オー
ナー
が
設
置
を決

定
。

 
導
入
か
ら運

用
ま
で
トー
タル

サ
ポ
ート
を行

って
い
る充

電
器
メー
カー
に相

談
。

主
な
関
係
者

 
設
置
場
所
・台

数
・出

力
数
の
相
談
か
ら導

入
支
援
を
受
け
られ

る
専
門
業
者
も
多
く、

効
率
的
に設

置
を実

現
で
きる

。

 
リフ
ォー
ム
等
と比

較
し低

コス
トで

マン
シ
ョン
価

値
向
上
を図

る良
い
方
法
だ
と感

じ、
導
入
。

目
的
・き
っか

け
 
EV
ユ
ーザ

ーの
入
居
者
の
満
足
度
向
上
だ
け

で
な
く、
低
コス

トで
住
宅
価
値
の
長
期
的

向
上
を実

現
す
る手

段
とな

る。

集
合
住
宅
は
、充

電
器
が
未
だ普

及
途
上
で
あ
り、
充
電
器
の
設
置
に
より
差
別
化
で
きる

と考
えま

す
。

行
政
が
集
合
住
宅
の
充
電
器
の
導
入
を支

援
し、
補
助
金
が
広
く高

く設
定
され

てい
るタ

イミ
ング

で
、

設
置
で
きる

とよ
い
で
しょ
う。
（
野
田
マン

シ
ョン

オー
ナー
様
）

事
例
情
報

ポ
イン

ト

施
設

基
本
情
報

運 用設 置

日
常
の
維
持

管
理
体
制

 
設
備
の
定
期
的
な
メン

テナ
ンス

は
不
要
。

 
充
電
サ
ービ
ス
提
供
会
社
が
、機

器
故
障
及
び

利
用
者
か
らの

問
合
せ
に対

応
。

 
料
金
徴
収
及
び
問
合
せ
窓
口
の
一
元
化
に

より
、管

理
コス

トを
軽
減
で
きる

と同
時
に
、

利
用
者
にと

って
も分

か
りや

す
い
もの

とな
る 。

 
事
業
継
続
性
を
踏
ま
え
た
充
電
サ
ービ
ス
提
供

会
社
の
選
定
。

 
補
助
金
申
請
の
ため

の
書
類
作
成
。

留
意
点

 
充
電
サ
ービ

ス
提
供
会
社
は
多
数
あ
り、

そ
れ
ぞ
れ
料
金
体
系
や
決
済
方
法
等
が
異
な

るた
め
、情

報
収
集
を大

切
にす

る。
 
補
助
金
申
請
時
に、

補
足
資
料
を求

め
られ

る場
合
が
あ
るの

で
、留

意
す
る。

3

基
礎
充
電
（
集
合
住
宅
等
）

基
礎
充
電
（
事
務
所
・工

場
等
）

経
路
充
電
（
道
の
駅
等
）

目
的
地
充
電
（
商
業
施
設
、宿

泊
施
設
等
）
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事
例
No
.4

レゾ
ンシ

ティ
南
岡
崎

レゾ
ンシ

ティ
南
岡
崎

岡
崎
市
柱
曙
1丁

目
2-
1

【施
設
形
態
】

既
築
・区

分
所
有

【設
置
時
期
】

20
24
年
2月

【設
置
場
所
】

自
走
式
立
体
駐
車
場

【充
電
器
の
種
類
】
普
通
充
電
（
3.2
kW

）
20
基

【利
用
可
能
時
間
】
24
時
間
（
入
居
者
の
み
）

【駐
車
場
区
画
数
】
80
区
画

 
トラ

ブル
削
減
の
た
め
に
も
、充

電
器
利
用

に
係
る簡

易
マニ

ュア
ル
作
成
や
説
明
会
の

実
施
とい

った
機
器
操
作
の
支
援
体
制
整

備
を検

討
す
ると

よい
。

 
今
後
、初

め
て利

用
す
る方

に
向
け
た
ア
プリ

操
作
の
補
助
が
必
要
にな

る可
能
性
あ
り。

トラ
ブル

対
策

 
設
備
の
利
便
性
や
維
持
費
負
担
の
透
明

性
を
明
確
に
し、
入
居
者
の
理
解
と支

持
を得

る機
会
が
重
要
で
あ
る。

 
理
事
会
で
設
置
の
方
針
を
検
討
、更

新
費
を

含
む
具
体
的
な
コス

トを
試
算
。

 
入
居
者
向
け説

明
会
(任
意
参
加
)を
実
施
。

主
な
関
係
者

 
駐
車
場
の
全
体
で
は
な
く一

部
分
の
整
備
で
あ

り、
施
工
費
を
抑
え
るた

め
、電

柱
か
ら近

い
区

画
に設

置
。

場
所
の
選
定

 
検
討
か
ら1
年
余
りで

設
置
。

 
設
置
費
：
約
72
7万

円
 
補
助
金
：
国
約
67
8万

円
期
間
・コ
スト

 
従
量
課
金
制
の
場
合
、充

電
量
に
応
じて

課
金
され

る
た
め
、
利
用
者
の
安
心
を確

保
で
きる

。

 
電
力
量
に
応
じた

月
額
定
額
制
（
超
過
分
は

電
力
量
に応

じ、
従
量
課
金
）
。

 
利
用
料
の
徴
収
及
び
電
気
代
支
払
い
は
充
電

サ
ービ
ス提

供
会
社
が
実
施
。

料
金
の
設
定

 
ブレ

ーカ
ーの

管
理
は
20
年
に1
度
程
度
。

 
その

他
の
設
備
の
定
期
的
な
メン

テナ
ンス

は
不

要
。

日
常
の
維
持

管
理
体
制

 
マン

シ
ョン
の
資
産
価
値
向
上
の
た
め
、外

部
コン

サ
ル
タン

トか
らの

提
案
を受

け
、設

置
を検

討
。

 
コス

トを
具
体
的
に
試
算
し、
補
助
金
を
活
用
し

設
置
。

目
的
・き
っか

け
 
管
理
組
合
や
入
居
者
と
の
合
意
形
成
を

円
滑
に
進
め
る
た
め
、充

電
器
の
導
入
効

果
お
よ
び
導
入
コス

トを
具
体
的
に
示
す
こ

とが
重
要
で
あ
る。

留
意
点

 
設
置
基
数
が
限
定
され

る
の
で
、総

会
で
丁
寧

に説
明
し決

議
。

 
入
居
者
の
理
解
を得

る
に
は
将
来
的
な
利

便
性
や
資
産
価
値
の
向
上
を
示
す
こと

が
重
要
とな

る。

 
計
画
段
階
か
ら、
理
事
会
を始

め
とす

る関
係
者
間
で
早
期
に
計
画
内
容
を共

有
す
る

こと
で
、合

意
形
成
を迅

速
化
で
きる

。

高
騰
しつ

つあ
るガ

ソリ
ンを

使
い
続
ける

こと
に比

べ
、E
V・
PH
Vは

燃
料
代
節
約
効
果
が
あ
るた

め
、

EV
・P
HV
が
普
及
す
るこ
とで

入
居
者
の
満
足
度
向
上
にも

つ
な
が
ると

考
えま

す
。

充
電
器
設
置
に
よる

資
産
価
値
向
上
が
期
待
で
きま

す
。（

レゾ
ンシ

ティ
南
岡
崎

役
員
様
）

事
例
情
報

ポ
イン

ト

施
設

基
本
情
報

 
普
通
充
電
器
は
管
理
コス

トや
維
持
管
理

の
作
業
負
担
が
小
さく
、初

期
投
資
に
対

す
る費

用
対
効
果
が
高
い
と思

わ
れ
る。

設 置 運 用設 置

4

 
一
部
分
の
整
備
の
た
め
、E
V・
PH
V購

入
者
が
充
電
器
を利

用
で
きる

よう
に
区
画
を

交
換
す
るル

ール
作
りが

必
要
で
あ
る

。

基
礎
充
電
（
集
合
住
宅
等
）

基
礎
充
電
（
事
務
所
・工

場
等
）

経
路
充
電
（
道
の
駅
等
）

目
的
地
充
電
（
商
業
施
設
、宿

泊
施
設
等
）
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事
例
No
.5

株
式
会
社
鈴
木
文
具

株
式
会
社
鈴
木
文
具

蒲
郡
市
旭
町
7番

17
号

【設
置
時
期
】

20
25
年
1月

【設
置
場
所
】

平
面
駐
車
場
（
屋
外
）

【充
電
器
の
種
類
】
普
通
充
電
（
6k
W
）
1基

【利
用
可
能
時
間
】
制
限
無
し

【駐
車
場
区
画
数
】
42
区
画

設 置

 
充
電
器
の
故
障
や
不
正
利
用
等
の
トラ
ブ

ル
が
発
生
した

場
合
に
、迅

速
に
対
処
で

きる
よう
な
社
内
体
制
を構

築
して

お
くこ
と

が
重
要
で
あ
る。

 
トラ

ブル
が
発
生
した

場
合
、会

社
側
で
個
別

に対
応
。

 
設
置
後
、特

にト
ラブ
ル
無
し。

トラ
ブル

対
策

 
EV
導
入
時
は
、車

両
の
走
行
距
離
、充

電
頻
度
、稼

働
パ
タ
ーン

を
事
前
に
試
算

し、
業
務
に
適
した

充
電
器
を選

定
す
るこ

とが
重
要
で
あ
る。

 
営
業
車
の
運
用
面
を
考
慮
し、
普
通
充
電
器

の
中
で
も
比
較
的
出
力
数
が
大
き
く充

電
時

間
が
短
い
機
種
を選

定
。

検
討
プロ

セ
ス

 
配
電
盤
の
負
荷
試
算
を事

前
に
実
施
し、

必
要
な
配
線
・ブ
レー

カー
容
量
を
設
定
す

るこ
とが

重
要
で
あ
る。

 
EV
の
増
車
に備

え、
充
電
器
の
増
設
が
可

能
な
スペ

ース
や
電
気
容
量
を確

保
す
ると

よい
。

 
施
工
性
を踏

まえ
て、
充
電
器
の
設
置
場
所
を

検
討
。

 
今
後
の
EV
営
業
車
増
車
に
備
え
、電

気
容
量

を確
保
す
るた

め
の
工
事
を実

施
。

留
意
点

運 用
 
車
両
へ
の
充
電
だ
け
で
な
く、
災
害
時
の

電
力
供
給
拠
点
とし
ての

活
用
可
能
性
も

検
討
す
ると

よい
。

料
金
の
設
定
 
主
に営

業
車
の
充
電
に使

用
。

 
地
域
へ
の
貢
献
とし

て、
災
害
時
の
蓄
電
池
と

して
の
活
用
も
想
定
して

お
り、
10
0V
の
出
力

が
で
きる

外
部
給
電
器
も併

せ
て購

入
。

営
業
車
へ
の
EV
導
入
と充

電
器
の
設
置
を補

助
金
を活

用
して

一
体
的
に
行
うこ
とで

、
導
入
コス

トを
削
減
で
きる

ほ
か
、燃

料
代
の
節
約
につ

な
が
りま

す
。ま
た、

給
油
時
間
が
削
減
で
き、

業
務
の
効
率
化
も期

待
で
きま

す
。（

株
式
会
社
鈴
木
文
具

ご担
当
者
様
）

事
例
情
報

ポ
イン

ト

施
設

基
本
情
報

 
デ
ィー
ラー
か
ら、

EV
の
燃
料
代
節
約
効
果
や

補
助
金
活
用
に
つ
い
てア

ドバ
イス

あ
り。

 
利
用
状
況
に合

う車
種
が
あ
り、
EV
導
入
を決

定
。

 
基
礎
充
電
を主

体
とす

るた
め
、E
V導

入
に
併

せ
て、

駐
車
場
に
充
電
器
を設

置
。

目
的
・き
っか

け

 
利
用
状
況
、コ
ス
ト管

理
等
を
総
合
的
に

判
断
し、

導
入
す
る
車
種
を
選
定
す
る
必

要
が
あ
る。

 
EV
導
入
と同

時
に
充
電
器
の
設
置
を
進

め
るこ

とで
、ス

ム
ーズ

な
運
用
が
可
能
とな

る。

運 用設 置

5

基
礎
充
電
（
集
合
住
宅
等
）

基
礎
充
電
（
事
務
所
・工

場
等
）

経
路
充
電
（
道
の
駅
等
）

目
的
地
充
電
（
商
業
施
設
、宿

泊
施
設
等
）
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事
例
No
.6

日
東
工
業
株
式
会
社
瀬
戸
工
場

日
東
工
業
株
式
会
社

瀬
戸
工
場

瀬
戸
市
八
床
町
22
-4

【設
置
時
期
】

20
23
年
10
月

【設
置
場
所
】

平
面
駐
車
場
（
屋
外
）

【充
電
器
の
種
類
】
普
通
充
電
（
6k
W
）
30
基

【利
用
可
能
時
間
】
6:3
0〜

21
:30

【駐
車
場
区
画
数
】
50
0区

画

設 置

 
設
問
「一

連
の
設
置
プロ

セ
スに

要
した

期
間
」「
設
置
に係

った
総
コス

ト」
を参

照
j

運 用

事
例
情
報

ポ
イン

ト

施
設

基
本
情
報

 
従
業
員
に
とっ
て、
職
場
で
の
充
電
は
、利

便
性
の
向
上
だ
け
で
な
く、
割
安
な
法
人
契
約

の
電
気
料
金
適
用
に
よ
る
自
宅
充
電
や
外

部
充
電
と比

較
した

コス
ト削

減
効
果
も
期

待
で
きる

。

料
金
の
設
定

 
従
業
員
には

、充
電
時
間
によ

り課
金
。

 
ID
別
に
充
電
時
間
デ
ータ

の
取
得
が
で
き
る

機
能
を備

え
た
充
電
器
に
より

従
業
員
別
に

利
用
状
況
を把

握
し、
給
与
か
ら天

引
き。

 
来
客
者
には

無
料
で
開
放
。

設 置

 
工
場
新
設
時
に
本
部
主
導
で
設
置
を決

定
。

 
環
境
配
慮
型
工
場
とし

て、
EV
・P
HV
社
用

車
や
従
業
員
通
勤
車
・来

客
用
に大

規
模
な

設
置
を実

現
。

検
討
プロ

セ
ス

 
充
電
器
の
整
備
は
、視

認
性
の
高
い
環
境

対
策
とし

て、
取
引
先
や
市
場
へ
の
ア
ピー
ル

につ
な
が
る。

 
充
電
器
の
故
障
要
因
とし
て、
充
電
ケー
ブル

の
故
障
が
多
く挙

げ
られ

る。
不
特
定
多
数

の
利
用
者
が
使
用
す
る
場
合
は
、特

に傷
み

が
早
く、
断
線
が
起
き
や
す
くな

る傾
向
に
あ

り、
利
用
マ
ナ
ーの

周
知
や
周
辺
設
備
の
工

夫
が
必
要
で
あ
る。

トラ
ブル

対
策
 
充
電
ケ
ーブ

ル
の
故
障
を
防
ぐた

め
、ケ

ーブ
ル
の
巻
き取

りが
可
能
な
リー
ル
を設

置
。

企
業
にお

け
る充

電
器
の
設
置
は
、自

社
の
環
境
配
慮
の
取
組
の
アピ

ール
にな

りま
す
。

先
ず
は
数
基
の
導
入
で
試
行
し、
水
平
展
開
して

い
くと
よい

と思
い
ます

。
（
日
東
工
業
株
式
会
社

ご担
当
者
様
）

運 用設 置

目
的
・き
っか

け
 
10
0％

再
生
可
能
エネ

ル
ギ
ーで

電
力
を
賄

うこ
とで

、脱
炭
素
化
を加

速
で
きる

。
 
企
業
経
営
で
は
、環

境
に
配
慮
した

取
組

な
ど、
ES
G経

営
が
重
要
とな

る。

 
太
陽
光
発
電
シ
ス
テム

の
設
置
や
カー

ボ
ン
フ

リー
電
力
の
購
入
に
より

10
0％

再
生
可
能
エ

ネ
ル
ギ
ーで

電
力
を賄

う、
サ
ステ

ナビ
リテ

ィを
重
視
した

最
先
端
の
工
場
を
目
指
す
中
で
、

充
電
器
も整

備
。

 
普
通
充
電
器
で
あ
って
も
、設

置
基
数
及
び

駐
車
状
況
に
よ
って

は
、一

斉
に
充
電
器
が

稼
働
す
るこ
とに

よる
デ
マン

ド超
過
の
リス

ク
が
あ
る。

 
充
電
時
間
や
出
力
をコ

ント
ロー
ル
す
る機

能
を
備
え
た
充
電
器
に
よ
り、
効
率
的
な
運
用

が
で
きる

。

留
意
点

 
設
置
基
数
が
多
い
た
め
、電

力
確
保
が
課
題

 
遠
隔
コン

トロ
ール

で
充
電
器
の
稼
働
ス
ケ
ジ

ュー
ル
や
出
力
調
整
の
設
定
が
可
能
な
充
電

器
を採

用
し、
電
力
を制

御
。

 
工
場
レイ
アウ

トの
設
計
に併

せ
て、
充
電
設

備
の
設
置
場
所
を検

討
。

。

写
真
提
供
：
日
東
工
業
株
式
会
社

6

基
礎
充
電
（
集
合
住
宅
等
）

基
礎
充
電
（
事
務
所
・工

場
等
）

経
路
充
電
（
道
の
駅
等
）

目
的
地
充
電
（
商
業
施
設
、宿

泊
施
設
等
）

22



事
例
No
.7

八
洲
建
設
株
式
会
社

八
洲
建
設
株
式
会
社

半
田
市
吉
田
町
1丁

目
60
番
地

【設
置
時
期
】

20
23
年
2月

【設
置
場
所
】

平
面
駐
車
場
（
屋
外
）

【充
電
器
の
種
類
】
急
速
充
電
（
30
kW

）
1基

普
通
充
電
（

6k
W
）
3基

【利
用
可
能
時
間
】
従
業
員
:制
限
無
し

来
訪
者
:8:
00
〜
17
:00

【駐
車
場
区
画
数
】
75
区
画

設 置

 
会
社
が
初
期
対
応
を
行
うこ
とで

迅
速
な

初
動
対
応
が
可
能
とな

る。
 
社
内
の
対
応
フロ

ーが
確
立
され

てい
るこ

とが
望
まし

い
。

 
トラ

ブル
が
発
生
した

場
合
、充

電
器
メー
カー

へ
の
問
合
せ
等
、会

社
側
で
個
別
に
対
応
。

 
完
成
して

2年
弱
だ
が
、特

にト
ラブ
ル
無
し。

トラ
ブル

対
策

 
特
に
急
速
充
電
器
を導

入
す
る場

合
、安

定
的
な
運
用
の
た
め
、デ

マン
ド超

過
を抑

制
す
る仕

組
み
が
必
要
で
あ
る。

 
ソー
ラー
と蓄

電
池
の
組
み
合
わ
せ
によ

り、
ES
G経

営
を実

現
す
るモ

デ
ル
を構

築
で
き

る。

 
本
社
「Z
EB
」※
改
修
工
事
に
伴
い
、ソ
ーラ
ーカ

ーポ
ート
や
蓄
電
池
の
整
備
等
を
実
施
し、
給

電
能
力
を強

化
。

 
急
速
充
電
器
の
導
入
に
よる

デ
マン

ド超
過
の

対
策
とし
て、
蓄
電
池
を導

入
。

 
経
営
理
念
に
合
致
して

い
る
た
め
、時

間
を
要

さず
に社

内
で
意
思
決
定
。

検
討
プロ

セ
ス

 
業
態
に
よ
って

、駐
車
場
の
特
殊
事
情
を

考
慮
した

設
計
が
必
要
とな

る
。設

計
の

自
由
度
を
確
保
しつ

つ
、補

助
金
要
件
を

満
た
す
調
整
が
必
要
で
あ
る。

 
補
助
金
申
請
スケ

ジ
ュー
ル
に併

せ
て導

入
。

 
駐
車
場
に重

機
が
入
るこ
とも

あ
るた

め
、配

電
方
法
を
検
討
し、

架
空
配
線
で
な
く地

中
配

線
を採

用
。

留
意
点

 
設
問
「一

連
の
設
置
プロ

セ
スに

要
した

期
間
」「
設
置
に係

った
総
コス

ト」
を参

照
j

運 用

※
先
進
的
な
建
築
設
計
によ

るエ
ネ
ル
ギ
ー負

荷
の
抑
制
や
パ
ッシ

ブ技
術
の
採
用
によ

る自
然
エネ

ル
ギ
ーの

積
極
的
な
活
用
、高

効
率
な
設
備
シ
ステ

ムの
導
入
等
によ

り、
室
内
環
境
の
質
を

維
持
しつ

つ大
幅
な
省
エネ

ル
ギ
ー化

を実
現
した

上
で
、再

生
可
能
エネ

ル
ギ
ーを
導
入
す
るこ
とに

より
、エ
ネ
ル
ギ
ー自

立
度
を極

力
高
め
、年

間
の
一
次
エネ

ル
ギ
ー消

費
量
の
収
支
をゼ

ロと
す

るこ
とを

目
指
した

建
築
物
。（

経
済
産
業
省
資
源
エネ

ル
ギ
ー庁

「Z
EB
ロー
ドマ

ップ
検
討
委
員
会
とり
まと

め
」（

20
15
年
12
月
）
にお

ける
定
義
）

 
充
電
器
は
来
訪
者
か
ら分

か
りや

す
い
位

置
に
設
置
され

る
こと
が
多
く、
取
引
先
や

地
域
住
民
へ
の
ア
ピー
ル
とな

る。
料
金
の
設
定
 
従
業
員
、来

訪
者
とも

に無
料
で
開
放
。

 
充
電
器
利
用
分
の
電
気
代
は
会
社
負
担
。

充
電
器
の
導
入
によ

り、
社
用
車
・社

員
通
勤
車
の
EV
化
が
進
み
、燃

料
代
の
節
約
効
果
が
あ
りま

した
。

また
、災

害
時
の
非
常
用
給
電
設
備
確
保
、さ
らに

は
社
員
の
満
足
度
向
上
、人

材
獲
得
にも

つ
な
が
る

多
角
的
な
導
入
効
果
が
あ
ると

考
え
ます

。（
八
洲
建
設
株
式
会
社

ご担
当
者
様
）

事
例
情
報

ポ
イン

ト

施
設

基
本
情
報

 
「未

来
に
誇
れ
る街

づ
くり
」を
掲
げ
る経

営
理

念
の
もと

、社
員
か
ら充

電
器
設
置
の
提
案
が

あ
り、
実
現
。

 
地
域
貢
献
の
た
め
、非

常
時
の
電
気
供
給
と

して
の
活
用
も検

討
。

目
的
・き
っか

け

 
EV
ユ
ーザ

ーの
従
業
員
や
顧
客
・取

引
先
の

満
足
度
向
上
だ
け
で
な
く、
カー

ボ
ン
ニュ

ー
トラ
ル
や
SD
Gs
達
成
に貢

献
し、
企
業
とし

て
の
環
境
に
配
慮
した

取
組
の
ア
ピー
ル
に

もつ
な
が
る。

運 用設 置

7

基
礎
充
電
（
集
合
住
宅
等
）

基
礎
充
電
（
事
務
所
・工

場
等
）

経
路
充
電
（
道
の
駅
等
）

目
的
地
充
電
（
商
業
施
設
、宿

泊
施
設
等
）

23



事
例
No
.８

豊
田
市
役
所
足
助
支
所

豊
田
市
役
所
足
助
支
所

豊
田
市
足
助
町
宮
ノ後

26
-2

【設
置
時
期
】

20
24
年
12
月

【設
置
場
所
】

平
面
駐
車
場
（
屋
外
）

【充
電
器
の
種
類
】
急
速
充
電
（
50
kW

）
1基

【利
用
可
能
時
間
】
平
日
の
8:3
0~
17
:15

（
足
助
支
所
の
開
庁
時
間
）

【駐
車
場
区
画
数
】
15
3区

画

設 置

 
設
問
「一

連
の
設
置
プロ

セ
スに

要
した

期
間
」「
設
置
に係

った
総
コス

ト」
を参

照
j

運 用

事
例
情
報

ポ
イン

ト

施
設

基
本
情
報

 
料
金
は
他
市
や
周
辺
の
充
電
器
の
金
額
と

差
が
な
い
よう
に設

定
して

い
る。

料
金
の
設
定
 
充
電
時
間
によ

り課
金
。

 
利
用
料
の
徴
収
及
び
電
気
代
支
払
い
は
豊

田
市
が
実
施
。

設 置

 
市
街
地
か
ら道

の
駅
「ど
ん
ぐり
の
里
」ま
で
の

電
欠
を
防
ぐた

め
中
間
地
点
の
足
助
支
所
の

設
置
を検

討
開
始
。

 
豊
田
市
、充

電
サ
ービ
ス提

供
会
社
で
協
議
。

 
短
時
間
で
充
電
可
能
な
急
速
充
電
器
を
選

択
。

 
国
の
補
助
金
を活

用
。

検
討
プロ

セ
ス

 
地
域
の
実
情
を踏

まえ
た
環
境
対
策
とし

て、
市
民
へ
の
啓
発
につ

な
が
る。

 
充
電
時
間
を短

縮
す
るこ

とで
、短

時
間
で
も

利
用
しや

くし
てい

る。
 
国
の
補
助
金
を活

用
す
るこ

とで
、経

済
的
に

充
電
器
を設

置
す
るこ
とが

で
きる

。

 
専
門
知
識
を有

さな
い
行
政
で
は
即
対
応
が

難
しい

が
充
電
器
メー
カー
が
対
応
す
るこ
とで

迅
速
な
対
応
を可

能
とし
てい

る。
トラ
ブル

対
策
 
トラ

ブル
が
発
生
した

場
合
、利

用
者
が
充

電
器
メー
カー
へ
、直

接
問
合
せ
。

山
間
地
に
お
け
る電

気
自
動
車
の
利
便
性
を向

上
させ

るた
め
、足

助
支
所
に充

電
器
を設

置
しま

した
。

地
域
の
実
情
や
社
会
課
題
の
内
容
等
を踏

まえ
て、
脱
炭
素
化
に取

り組
む
こと
が
重
要
で
す
。

（
豊
田
市

ご担
当
者
様
）

運 用設 置

目
的
・き
っか

け
 
行
政
が
率
先
して

充
電
器
を
導
入
す
る
こと

で
、充

電
イン

フラ
の
整
備
を促

進
す
るこ
とが

で
きる

。

 
充
電
器
は
景
観
条
例
に
準
拠
した

色
に
ラッ

ピン
グ
し、
調
和
をも

たせ
た。

 
長
時
間
占
用
され

な
い
よ
うに

、充
電
時
間

を3
0分

を限
度
時
間
と定

め
た
。

 
観
光
協
会
と連

携
した

キャ
ンペ

ーン
を実

施
し、
充
電
器
の
周
知
を行

った
。

留
意
点

 
足
助
の
街
並
み
の
景
観
を
損
な
わ
な
い
よ
う

配
慮
した

配
色
を選

択
。

 
経
路
充
電
器
とし
て利

用
され

るよ
うな

制
御

・取
り組

み
が
必
要
。

写
真
提
供
：
豊
田
市

8

 
山
間
地
に
お
け
る電

気
自
動
車
の
利
便
性
の

向
上
の
ため

に設
置
。

基
礎
充
電
（
集
合
住
宅
等
）

基
礎
充
電
（
事
務
所
・工

場
等
）

経
路
充
電
（
道
の
駅
等
）

目
的
地
充
電
（
商
業
施
設
、宿

泊
施
設
等
）
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事
例
No
.９

道
の
駅
とよ

は
し

道
の
駅
とよ

は
し

豊
橋
市
東
七
根
町
字
一
の
沢
11
3番

地
2

【設
置
時
期
】

20
25
年
1月

【設
置
場
所
】

平
面
駐
車
場
（
屋
外
）

【充
電
器
の
種
類
】
超
急
速
充
電
（
15
0k
W
）
1基

【利
用
可
能
時
間
】
24
時
間
（
有
料
会
員
につ

い
ては

予
約
制
）

【駐
車
場
区
画
数
】
25
8区

画

設 置 運 用

事
例
情
報

ポ
イン

ト

施
設

基
本
情
報

 
充
電
す
る
時
間
、支

払
金
額
等
を
利
用
者

が
決
め
るこ
とが

で
きる

。
料
金
の
設
定
 
電
力
量
に応

じた
従
量
課
金
制
。

 
利
用
料
の
徴
収
及
び
電
気
代
支
払
い
は
充

電
サ
ービ
ス提

供
会
社
が
実
施
。

設 置

 
豊
橋
市
、㈱

道
の
駅
とよ

は
し、
㈱
パ
ワー
エッ

クス
な
どを

始
め
とす

る各
関
係
者
で
実
証
実

験
に
向
け
て協

議
。

 
実
証
実
験
を行

い
、料

金
と需

要
の
バ
ラン

ス
等
を検

証
。

検
討
プロ

セ
ス

 
地
域
の
実
情
を踏

まえ
た
環
境
対
策
とし
て、

市
民
へ
の
啓
発
につ

な
が
る。

 
予
約
制
に
す
るこ

とで
、待

ち時
間
な
く利

用
す
るこ

とが
で
き、

ユ
ーザ

ーの
満
足
度
向
上
に

つ
な
げ
られ

る。
 
充
電
器
メー
カー

が
充
電
サ
ービ
ス
提
供
も
行

って
い
る
た
め
、ト

ラブ
ル
へ
の
対
応
が
しや

す
い
。

トラ
ブル

対
策

 
充
電
サ
ービ
ス提

供
会
社
の
ア
プリ

に
よる

完
全
予
約
制
。

 
トラ

ブ
ル
が
発
生
した

場
合
、充

電
サ
ービ

ス
提
供
会
社
へ
の
問
合
せ
等
、施

設
側
で
個

別
に
対
応
。

これ
まで

の
急
速
充
電
器
に代

わ
り、
電
気
自
動
車
の
超
急
速
充
電
サ
ービ
スに

よる
利
用
者
の
料
金
需
要
性
等
を検

証
す
るた

め
に設

置
しま

した
。蓄

電
池
型
充
電
器
とす

るこ
とで

、
電
力
系
統
へ
の
負
荷
を下

げ
るこ
とに

よる
環
境
に
配
慮
した

取
組
にも

つな
が
りま

す
。（

豊
橋
市
ご担

当
者
様
）

運 用設 置

目
的
・き
っか

け
 
行
政
が
率
先
して

充
電
器
を
導
入
す
る
こと

で
、充

電
イン

フラ
の
整
備
を促

進
す
るこ
とが

で
きる

。

 
超
急
速
充
電
器
を
設
置
す
る
こと

で
、従

来
の
EV
充
電
器
より

充
電
時
間
を短

縮
す
るこ

とが
で
き、
利
便
性
を高

め
るこ
とが

で
きる

。
 
蓄
電
機
能
を有

して
お
り、
災
害
時
等
にお

け
る活

用
を検

討
して

い
る。

留
意
点

 
充
電
器
を
更
新
した

た
め
、こ
れ
ま
で
と同

じ
場
所
に設

置
。

 
検
討
か
ら設

置
まで

の
期
間
は
、約

1年
。

 
補
助
金
交
付
見
込
み
：
国
約
78
0万

円
写
真
提
供
：
豊
橋
市

9

 
超
急
速
充
電
器
の
設
置
によ

る利
用
者
の
料

金
需
要
性
等
を検

証
す
るた

め
に設

置
。

基
礎
充
電
（
集
合
住
宅
等
）

基
礎
充
電
（
事
務
所
・工

場
等
）

経
路
充
電
（
道
の
駅
等
）

目
的
地
充
電
（
商
業
施
設
、宿

泊
施
設
等
）

25



事
例
No
.10

三
河
湾
国
定
公
園
三
谷
温
泉
平
野
屋

三
河
湾
国
定
公
園
三
谷
温
泉

平
野
屋

蒲
郡
市
三
谷
町
南
山
1番

地
21

【設
置
時
期
】

20
13
年
8月

【設
置
場
所
】

平
面
駐
車
場
（
屋
外
）

【充
電
器
の
種
類
】
普
通
充
電
（
3k
W
）
1基

【利
用
可
能
時
間
】
7:0
0〜

19
:00

【駐
車
場
区
画
数
】
70
区
画

設 置

 
施
設
側
が
充
電
器
を
稼
働
させ

る
こと

で
、

利
用
時
の
トラ
ブル

を未
然
に
防
ぐこ
とが

で
きる

。
 
利
用
時
は
、旅

館
側
が
マ
ス
タ
ーカ

ード
を
使

い
充
電
器
を稼

働
。

トラ
ブル

対
策

 
商
業
施
設
・宿

泊
施
設
に
お
い
て
は
、デ

マ
ン
ドコ

ン
トロ

ール
の
た
め
、利

用
者
の
行
動

パ
タ
ーン

を
分
析
し、
電
力
需
要
に
基
づ
い

た
契
約
や
設
備
設
計
が
重
要
とな

る。

 
宿
泊
施
設
は
、チ

ェッ
ク
イン

後
の
夕
刻
の
時

間
帯
で
電
力
需
要
が
上
が
る。
デ
マン

ド超
過

の
リス

クが
あ
るた

め
、電

気
料
金
の
契
約
形

態
の
工
夫
が
必
要
。

留
意
点

 
繁
忙
期
及
び
施
設
利
用
時
間
を考

慮
した

工
事
計
画
とす

るこ
とで

、通
常
運
営
や
利

用
者
へ
の
影
響
を
最
小
化
す
る
こと

が
で
き

る。

 
検
討
か
ら1
年
未
満
で
設
置
。

 
設
置
費
：
約
18
0万

円
※

 
補
助
金
：
県
約
90
万
円

※

※
他
宿
泊
施
設
含
め
た
5基

分
の
費
用

期
間
・コ
スト

 
無
料
開
放
に
よる

コス
ト負

担
は
発
生
す
る

が
施
設
へ
の
満
足
度
や
再
訪
率
の
向
上
、

待
ち
時
間
を
活
用
した

売
り上

げ
向
上
等

の
効
果
が
期
待
で
きる

。
 
宿
泊
者
に対

し、
無
料
で
開
放
。

料
金
の
設
定

運 用

 
設
置
費
用
は
場
所
条
件
に
よ
り増

減
す
る

た
め
、事

前
に
十
分
な
コス

ト見
積
も
りが

必
要
で
あ
る。

 
設
置
場
所
を
検
討
す
る
際
は
、動

線
・ア
ク

セ
ス
性
・コ
ス
トの

総
合
的
な
評
価
が
必
要

で
あ
る。

 
宿
泊
客
等
の
た
め
に
、入

口
付
近
に
バ
ス
を

停
車
させ

る
こと

を
考
慮
し、

コス
トが

か
か
る

もの
の
、往

来
を妨

げ
な
い
場
所
に充

電
器
を

設
置
。

 
充
電
器
の
設
置
にあ

た
り、
配
電
盤
を増

設
。

場
所
の
選
定

 
地
域
全
体
の
充
電
イン

フラ
設
備
整
備
が

観
光
客
・来

訪
者
の
利
便
性
を
向
上
させ

地
域
全
体
の
競
争
力
を高

め
る。

 
早
期
導
入
・先

行
投
資
が
、環

境
配
慮
施

設
とし
ての

先
進
的
な
ブラ
ンド

確
立
につ

な
が
る。

 
温
泉
旅
館
振
興
協
同
組
合
が
とり

ま
とめ

を
し、

地
域
の
旅
館
一
帯
が
補
助
金
を
活
用
し

て充
電
イン

フラ
を整

備
。

 
設
置
当
時
は
、E
V普

及
途
上
で
あ
った

が
、

今
後
環
境
へ
の
取
組
が
重
要
に
な
る
こと

を
見
越
し、
時
代
に先

駆
け
て導

入
。

目
的
・き
っか

け

EV
の
普
及
に伴

い
充
電
イン

フラ
の
整
備
が
宿
泊
施
設
自
体
の
評
価
向
上
に
つ
な
が
るで

しょ
う。

補
助
金
の
制
度
も活

用
し、
充
電
イン

フラ
を整

備
す
るの

が
よい

と考
え
ます

。
（
三
河
湾
国
定
公
園
三
谷
温
泉
平
野
屋

代
表
者
様
）

事
例
情
報

ポ
イン

ト

施
設

基
本
情
報

運 用設 置

10

基
礎
充
電
（
集
合
住
宅
等
）

基
礎
充
電
（
事
務
所
・工

場
等
）

経
路
充
電
（
道
の
駅
等
）

目
的
地
充
電
（
商
業
施
設
、宿

泊
施
設
等
）
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事
例
No
.11

瑞
穂
公
園
第
1駐
車
場
地
上
部

瑞
穂
公
園
第
1駐
車
場
地
上
部

名
古
屋
市
瑞
穂
区
萩
山
町
4丁

目
1番

地

【設
置
時
期
】

20
24
年
11
月

【設
置
場
所
】

平
面
駐
車
場
（
屋
外
）

【充
電
器
の
種
類
】
普
通
充
電
（
6k
W
）
4基

【利
用
可
能
時
間
】
24
時
間
（
7:4
5〜

21
:45
以
外
の
時
間
は

入
庫
不
可
。出

庫
は
可
能
）

【駐
車
場
区
画
数
】
60
台
（
第
1駐

車
場
地
上
部
）

設 置

 
設
問
「一

連
の
設
置
プロ

セ
スに

要
した

期
間
」「
設
置
に係

った
総
コス

ト」
を参

照
j

運 用

事
例
情
報

ポ
イン

ト

施
設

基
本
情
報

 
従
量
課
金
制
とす

るこ
とに

より
、公

平
性
の

高
い
サ
ービ
スを

提
供
して

い
る。

 
新
規
引
き込

み
をし

た
電
気
の
契
約
者
を充

電
サ
ービ
ス提

供
会
社
とす

るこ
とに

より
、市

や
PF
I事
業
者
の
電
気
料
金
の
負
担
を
軽

減
す
る。

料
金
の
設
定

 
電
力
量
に
より

課
金
。

（
3k
W
、6
kW
を選

択
可
能
）

 
二
次
元
コー
ド決

済
可
能
。

 
充
電
に
係
る電

気
は
新
規
で
引
き込

み
。利

用
料
の
徴
収
及
び
電
気
代
支
払
い
は
充
電

サ
ービ
ス提

供
会
社
が
実
施
。

設 置
検
討
プロ

セ
ス

トラ
ブル

対
策
 
故
障
等
の
トラ

ブ
ル
が
発
生
した

場
合
、充

電
サ
ービ
ス提

供
会
社
が
対
応
。

 
Ｑ
＆
Ａ
を作

成
し、
三
者
で
共
有
。

公
共
施
設
へ
の
充
電
器
設
置
の
課
題
整
理
や
、運

用
方
法
の
検
討
の
た
め
の
モデ

ル
事
業
とし
て

瑞
穂
公
園
へ
の
設
置
・運

用
を行

い
ます

。こ
の
結
果
を踏

まえ
て、
公
共
施
設
に
お
け
る適

切
な

運
用
方
法
等
を検

討
し、
充
電
器
の
普
及
を図

りま
す
。（

名
古
屋
市

ご担
当
者
様
）

運 用設 置

目
的
・き
っか

け

 
電
気
自
動
車
等
及
び
充
電
器
の
普
及
を

同
時
に進

め
てい

くこ
とが

重
要
で
あ
る。

 
行
政
が
率
先
して

充
電
器
を導

入
す
るこ

と
で
、充

電
イン

フラ
の
整
備
を促

進
す
る
こと

が
で
きる

。

留
意
点

 
設
置
す
る
駐
車
場
や
口
数
、運

用
方
法
等

に
つ
い
て提

案
を
募
集
し、
充
電
サ
ービ
ス
提

供
会
社
を選

定
。

 
名
古
屋
市
、充

電
サ
ービ
ス提

供
会
社
、P
FI

事
業
者
の
3者

で
協
定
締
結
。

 
設
置
は
3年

に
分
け
て
行
い
、そ

れ
ぞ
れ
8年

間
運
用
。

写
真
提
供
：
名
古
屋
市

11

 
大
気
環
境
改
善
、温

室
効
果
ガ
ス
排
出
削

減
に
向
け
て、

EV
等
及
び
充
電
器
の
普
及
を

推
進
。

 
観
光
施
設
や
公
園
、ス

ポ
ーツ

施
設
管
理

者
等
の
関
係
者
と連

携
を
図
り、

充
電
器

の
設
置
を進

め
ると

よい
。

 
モ
デ
ル
事
業
の
成
果
を
他
の
公
共
施
設
へ

展
開
す
る。

 
運
営
方
法
や
利
用
率
な
ど課

題
が
多
く、
施

設
管
理
者
（
PF
I事
業
者
）
だ
け
で
は
設
置

につ
い
ての

検
討
が
困
難
。

 
モデ

ル
事
業
とし

て実
施
し、
課
題
の
整
理
や

解
決
方
法
、運

用
方
法
を検

討
。

 
駐
車
場
が
不
足
して

い
る
施
設
や
、駐

車
場
が
複
数
個
所
に
分
か
れ
て
い
る
施
設
に

お
け
る
設
置
・運

用
方
法
を
検
討
す
る
こと

が
求
め
られ

る。
 
設
置
には

、国
の
補
助
金
を活

用
し、
効
率

的
に
実
施
す
ると

よい
。

 
駐
車
待
ちの

渋
滞
が
発
生
して

い
る
中
で
の

設
置
・運

用
で
あ
るこ

とか
ら、

充
電
器
を
設

置
した

駐
車
マ
ス
を
「充

電
専
用
」と
せ
ず
、

柔
軟
に対

応
す
る。

基
礎
充
電
（
集
合
住
宅
等
）

基
礎
充
電
（
事
務
所
・工

場
等
）

経
路
充
電
（
道
の
駅
等
）

目
的
地
充
電
（
商
業
施
設
、宿

泊
施
設
等
）
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